
女性支援及びDV防止に関する取組内容（案）について 

 

大項目 長野県困難な問題を抱える

女性への支援に関する基本

計画（女性支援基本計画） 

第５次長野県配偶者からの暴

力の防止及び被害者のための

支援基本計画（DV 防止基本

計画） 

課題 今後の取組 取組内容（案） 

○広報・

啓 発 の

強化 

○ 相 談

窓 口 の

周知・相

談 し や

す い 体

制 づ く

り 

１ 広報・周知の強化及び相

談の質向上による信頼関係の

構築 

（課題：相談窓口、支援等を

利用しない又は躊躇する女性

への相談充実） 

(1) アウトリーチ、居場所の

提供等による早期把握 

(2) 相談支援の質の向上 

Ⅰ 暴力を許さない社会づくり 

重点目標２ 暴力を許さない社

会の実現のための啓発の強化 

➣ＤＶ防止に係る普及啓発の推

進 

➣教育現場における指導の充実

教職員に対してＤＶやデートＤ

Ｖについての研修、学校現場へ

の啓発と指導資料の充実 等 

■教育が大切。教育機関における人権教育、男女の尊厳意識を高め

る教育、包括的性教育の実施を計画に盛り込む必要がある。→ ⓵ 

●こどもが「こどもの権利」を学んでいないのではないか。教育委

員会と連携してこどもの権利教育の充実を検討してほしい。→ ⓵ 

★DV・デート DV の背景として、ジェンダー不平等の社会構造が

ある。ジェンダー平等の価値観の浸透がなければ、本当の問題解決

につながらない。→ ⓵・⓶ 

★DV 認知度は 85.4％だが、DV が身体的な暴力に限らず、権力に

基づく支配であるとの認識に至っている場合は少ないのではない

か。→ ⓶ 

★デート DV 防止啓発の活動が少ない。→ ⓶ 

■県が取り組む「DV 防止」や「困難な問題を抱える女性のへの支

援」が、本当に困っている方に届くよう広報と周知をお願いした

い。→ ⓵・⓶・⓷ 

◆広報・周知先として、県内の高校や短大等が挙げられているが、

特に高校については、設置主体にかかわらず幅広く広報・周知して

いただきたい。→ ⓵・⓶・⓷ 

●働きながら子育てする女性は、固定的な性別役割分担意識のた

め負担が大きく、ライフステージが思い通りにならないことがあ

る。→ ⓵ 

●相談窓口の敷居を低くし、相談のハードルを下げる必要があ

る。→ ⓷ 

■DV は女性からの加害もあるため、女性も男性も含めた困難を抱

える人への支援へと転換することを検討課題とするべき。→ 「体制

整備・強化⓵」 

■DV は女性だけでなく男性も被害にあうということの広報が必

要。声を出しにくいという点では女性と変わらない。→ ⓶ 

●性別役割や「らしさ」の刷り込みは根深

く、次世代がジェンダー規範に縛られずに生

きられるようにするため、幼少期から県レベ

ルでジェンダー平等教育を実施しすることが

望ましい。（教育への投資は最も効果が良

い。） → ⓵ 

★幼稚園・保育所や小学校からのジェンダー

教育が求められる。→ ⓵ 

●DV 防止対策として、一番効果があるのは

教育である。デート DV 防止・包括的性教育

など、人との平等な関係を基本とする教育を

進めていただきたい。→ ⓶ 

★様々な教育や啓発が行われているが、その

交通整理とともに、まずは、教える側にジェ

ンダー平等の認識を持ってもらうことが必

要。→ ⓵ 

★県として、全ての施策においてジェンダー

の視点を基本においた（ジェンダー主流化

の）取組が必要ではないか。→ ⓵ 

★小学生や中学生の頃から、様々な相談窓口

を周知していくことが大事。→ ⓷ 

★他県では、DV を未然に防ぐために、男性

への周知・啓発を行っている。→ ⓶ 

広報・啓発 
 
⓵子どもに向けた教育及びミドル世代、シニア世
代に向けた教育、啓発活動再掲 

（あらゆる性的・ジェンダーに基づく暴力を容認し

ない人権意識の醸成） 

・子どもの性被害予防を目的とした研修会等の開催

や開催する地域団体等に対する支援 

・一般県民向けの講演会や、市町村、地域、企業等

への「出前講座」の実施 

 

成果指標 
現状

（R6） 

目標値

（R12） 

ＤＶ（配偶者からの暴

力）の認知度 
86.3% 100% 

※「男女共同参画に関する県民意識調査」より。 

 

 

⓶ＤＶやデートＤＶ防止のための若年層に対する
教育・啓発の実施 

・小学生、中学生、高校生、大学生等を対象とした

デート DV に関する講座の実施やリーフレットの配布

による DV の予防啓発 

・内閣府の「女性に対する暴力をなくす運動」

（11/12～11/25）において、運動期間中の積極的

な広報・啓発 

 

 

 

⓷支援につなげるための相談窓口の広報・周知の
強化 

・県内の小学校、中学校、高校、短大、専門学校、大

学等に対する相談窓口に関する周知 

・インターネットや SNS での情報発信や街頭啓発活動

の実施（アウトリーチ等による早期の把握） 

 

 

 

※男女共同参画審議会委員及び市町村、関係団体による意見の抜粋（●委員 ◆市町村 ■関係団体） 

※DV 防止・女性支援等第１回専門ワーキンググループの意見・議論の抜粋（★） 

資料３ 



大項目 長野県困難な問題を抱える

女性への支援に関する基本

計画（女性支援基本計画） 

第５次長野県配偶者からの暴

力の防止及び被害者のための

支援基本計画（DV 防止基本

計画） 

課題 今後の取組 取組内容（案） 

○ 一 時

保 護 体

制 の 充

実 （ 強

化・多様

化） 

○ 一 時

保 護 等

に お け

る 支 援

等 の 拡

充 

２ 一時保護機能の多様化及

び支援の拡充 

（課題：支援業務の特性によ

る一時保護施設及び女性保護

施設）の制約 

(1) 多様な問題を抱える女性

に対する一時保護 

(2) 心身の健康の回復及び生

活支援 

・同伴児童支援のための保育

士、学習支援員の確保 

・被害者及び同伴児童に対し

て精神的なケアを行うための

カウンセラーの確保 

・女性相談支援センター、児

童相談所の連携による同伴児

童支援の強化 

Ⅲ 保護体制の強化 

◆重点目標１ 相談・通報に迅

速・的確に対応するための体制

整備 

➣各圏域のネットワーク会議等

で連絡体制を確認。事例ごとに

関係者会議を開催。対応困難事

例を集約した上で会議等におい

て事例検討の実施。 

◆重点目標２ 一時保護体制の

充実 

➣被害者の国籍、性別、障がい

の有無、年齢等にかかわらず支

援を提供するための体制整備。 

 

★一時保護（委託）の利用が少ない現状がある。→ ⓶ 
★以前と比べて一時保護を希望する人が少なくなっている。生活ス

タイルの変化に合わせ、一時保護のあり方をより柔軟にしていくこ

とが課題である。→ ⓶ 

（緊急避難事業、公営住宅への入居、民間団体の支援など、様々な

選択肢ができつつあることも、一時保護（委託）が減少している一

因として考えられる。） 

●ＤＶ被害者の避難を基本とする対応を見直し、ＤＶが人権侵害・

犯罪であることを前提に、加害者に責任を取らせる仕組み作りが必

要。加害者が家を出る、加害者プログラムを受けさせたりする対応

を検討するべき。→ ⓷ 

★DV の被害者は家を出たいわけではない。家を出ては戻り、出て

は戻りということは当たり前であり、決断には時間がかかる。本当

は DV する人に変わって欲しいと思っている人も多い。→ ⓷ 

★こどもがいる女性の場合は、DV 問題を解決するための手段とし

て、避難という選択肢が取りにくい（生活を変化する避難を求めな

い）という実態がある。→ ⓶ 

★DV の被害を受け、繰り返し家を出たり、戻ったりする方をどう

継続的にサポートするかという課題がある。→ ⓵・⓶ 

★被害者の保護だけでなく、DV 加害者プロ

グラムを実施するなど加害者へアプローチす

る。→ ⓷ 

 

支援体制整備・強化 
 
⓵質向上による相談支援機関の体制強化 

・女性相談支援員等へのトラウマインフォームドケ

ア等に関する専門研修の実施及び支援体制の整備 

・女性相談支援員等のバーンアウト防止のためのス

ーパービジョン（メンタルヘルスケア含む）体制の

整備 

・外国人や障がい者、性的少数者等への相談対応の

強化 

 

 

⓶一時保護機能の多様化及び支援の拡充 

・困難な問題を抱える女性に対する休日・夜間の緊

急避難支援事業の活用 

・利用者及び同伴児童等の実情を考慮した柔軟な一

時保護の実施及び一時保護委託施設の確保 

・利用者及び同伴児童等に対する心のケアに関する

支援の充実 

 

成果指標 
現状

（R6） 

目標値

（R12） 

一時保護による支援の満

足度（退所時） 
87.5% 100% 

※「満足」又は「やや満足」と回答した人の割合 

 

 

⓷ＤＶ加害者プログラムの推進（被害者の保護以
外のアプローチ） 

・プログラム実施団体等との連携を推進するなどの

プログラム実施の体制づくり 

 

 

⓸自立支援のさらなる充実 

・困難な問題を抱える女性の心身の安定に対する支

援の充実 

・住宅の確保や就業支援を含む経済的支援の充実 

・困難な問題を抱える女性及び同伴児童等に対する

心のケアに関する支援の充実 

・女性相談支援員を中心とした伴走型支援によるア

フターケアの実施 

○ 自 立

支 援 の

充実・強

化 

３ 自立支援のさらなる充実 

（課題：困難な問題を抱える

女性の自立に向けた調整機能

の強化） 

(1) 同伴児童等への支援 

・児童相談所、児童家庭支援

センターとの連携による心の

ケアの充実 

(2) 自立支援の充実 

・自立支援計画の策定による

適切かつ継続的な支援 

・各種手続窓口に繋げる同行

支援 

・生活就労支援センター「ま

いさぽ」との連携による就労

や住まい、家計等の相談の充

実 

(3) アフターケアに関する支

援の強化 

・女性相談支援員を中心とし

た伴走型支援 

・市町村等と連携した継続的

なフォローアップ 

Ⅳ 自立支援の強化 

◆重点目標１ 被害者の状況に

応じた個別支援 

➣被害者の安全及び心身の安定

に対する支援の充実。 

◆重点目標２ 子どもへの支援 

➣子どもの心のケアの充実。区

域外入所・就学等の支援。 

◆重点目標３ 関係機関との連

携による被害者等の安全確保及

び情報管理の徹底 

➣警察等との連携。市町村の支

援措置の適切な運用。 

 

■相談現場での二次被害を防ぐために、専門家とも連携し、トラ

ウマインフォームドケアの研修と暴力と支配についての研修を女

性相談支援員等が受けられる体制を整備する必要がある。→ ⓵ 

■DV やハラスメント、虐待などの暴力被害者は、長期にわたり心

的外傷による生きづらさを抱えている。多くが複雑性 PTSD の症状

を抱えており、社会的自立にはトラウマケアにつながる必要があ

る。公的な支援や保護を受けても、ケアにつながらず、民間団体が

支援を代替している実態がある。→ ⓵・⓶・⓸ 

★DV 被害者は生きる力や考える力を奪われた状態にある場合が多

い。そうしたトラウマから回復・脱却できるケアを受けられる必要

がある。→ ⓵・⓶・⓸ 

■当法人の母親たちの支え合い事業により、危機的な状況の親が当

事者同士の繋がりで困難を乗り越え、前向きな気持ちを取り戻して

いる。出生率の低下やこどもの自殺、虐待の増加は、子育て環境が

苦しく孤立していることを示す。こどもの育ちのためにも DV 支援

や親の支援をもっと手厚くする必要がある。→ ⓵・⓶・⓸ 

■女性と一緒に生活するこどもも愛着形成が不十分であったり、不

登校の課題を抱えている。県は、女性支援、こどもの安心な居場所

の提供など、民間団体と協働する施策を進めるべき。→ 「連携強化

⓶」 

★こどもの育ちの課題がある。家庭の状況により、気持ちや意見を

抑圧されて育ってきた場合に様々な問題が起こりやすくなる。→ 

「広報・啓発⓵」 

●県として DV 加害者対策に取り組むべき。

また、児童虐待防止法ではこどもの面前での

DV は虐待であるとされていることから、

DV 加害者に対して児童相談所でこどもへの

影響を中心にした加害者プログラムを実施す

るべき。→ ⓷ 

★こどもがいる家庭における DV はこどもへ

の心理的な虐待にあたる。他県においては、

児童相談所で DV 加害者（被害者）プログラ

ムを実施している。→ ⓷ 



大項目 長野県困難な問題を抱える

女性への支援に関する基本

計画（女性支援基本計画） 

第５次長野県配偶者からの暴

力の防止及び被害者のための

支援基本計画（DV 防止基本

計画） 

課題 今後の取組 取組内容（案） 

○ 支 援

の た め

の 体 制

作り 

○ 関 係

機 関 の

連 携 強

化 

○ 民 間

団 体 の

掘 り 起

し 

４ 支援機関の体制・連携強

化及び民間団体等の掘り起こ

し 

（課題：女性支援を行う民間

団体等が少数） 

(1) 支援のための体制づくり 

・支援者のバーンアウト（燃

え尽き症候群）防止のための

サポート体制強化 

・女性相談支援センターのス

ーパーバイズ機能の強化 

(2) 関係機関の連携強化 

・支援調整会議、圏域ネット

ワーク会議における情報、対

応策等の共有 

・市町村基本計画の策定支援 

・個人情報の取扱い、本人同

意の徹底 

(3) 民間団体等の掘り起こし 

・シェルター、相談窓口、研

修業務を行う民間団体等発掘 

Ⅰ 暴力を許さない社会づくり 

◆重点目標３ 関係機関の連携

による支援体制の整備 

➣県内の配偶者暴力相談支援セ

ンターと関係機関の連携強化 

➣県域・圏域ネットワークの強

化 

女性相談員と要保護児童地域対

策協議会との連携強化 等 

➣関連する地域ネットワークと

の連携 

Ⅱ 相談体制の充実 

◆重点目標１ 相談機関の充実 

➣専門研修の充実。組織的対応

の推進。 

◆重点目標２ 市町村の相談体

制強化への支援 

➣市町村基本計画の策定に向け

た支援 

➣市町村の相談体制強化への支

援 

全市町村の担当者会議の開催 

国のマニュアル等を活用し、配

偶者暴力相談支援センター設置

や女性相談員配置の働きかけ 

等 

◆重点目標３ 外国人・男性被

害者等への対応の充実 

➣男性相談日の設定。性的マイ

ノリティへの適切な支援 

◆重点目標４ 性犯罪・性暴力

被害者への支援 

➣性被害者のためのワンストッ

プ支援センターとの連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

●女性への暴力防止対策の充実として、県の相談支援の専門職員を

増員し、正規雇用として配置し、専門的な研修を継続して受けられ

るようにするべき。→ 「体制整備・強化⓵」 

■言葉の暴力など多様化する DV 問題に対応できる相談員のスキル

アップを図る体制を整えることが必要。→ 「体制整備・強化⓵」 

★雇用・待遇改善を含め、女性相談支援員等が専門的な知識やスキ

ルを身につけ、安心して相談に対応できる体制作りがなければ、充

実した支援が難しい。→ 「体制整備・強化⓵」 

◆困難な問題を抱える女性への支援の充実について、警察、児相な

ど関係機関との連携が難しい。→ ⓵ 

●女性支援新法は、当事者中心、官民協働、包括的支援を規定して

いる。早期発見のために行政と民間のリスト（ネットワーク）作り

を行う。斬新な方法で DV 被害者等を支援する民間団体もある。民

間との連携・経済支援が必須。→⓵・⓶ 

◆DV や虐待の支援策が少なく、被害者が避難等で生活を大きく

変えなければならず、支援につながらないケースがある。地域に

よっては民間団体の育成が難しく、社会福祉協議会等と協力して

支援を検討する必要がある。DV 支援策として、身近な地域で避

難できる場所の確保や近隣市町村間で連携が図れる仕組みづくり

が必要。→ 「体制整備・強化⓶」・⓵ 

■当事者が利用しやすいものとなるよう、県や市町村、民間団体

等による地域における役割分担など支援に関する協議の場（支援

調整会議等による）が必要ではないか。→ ⓵ 

★県・市町村が連携・協働するという意識がないのではないか、女

性支援新法が施行となったなかで、民間との連携・協働についても

課題となっている。→ ⓵・⓶・⓷ 

 

◆次期計画には、市町村職員の知識を深める

ための研修会等を盛り込んでほしい。男女共

同参画担当の業務内容は多岐にわたり、男女

共同参画に関する知識を深めることが難しか

った。→ ⓵・⓷ 

★女性相談支援員だけではなく、困難な問題

を抱える方々を支援している支援者が地域で

ともに学び、繋がる機会があると支援者同士

のネットワークができるのではないか。→ 

⓵・⓷ 

連携強化 
 
⓵支援機関との連携強化及び民間団体等の掘り起
こし 

・県が所管する相談窓口の役割の整理 

・支援調整会議の開催等、被害者の状況に応じた支

援機関同士の連携強化 

・民間支援団体との定期的な情報交換の実施 

 

成果指標 
現状

（R6） 

目標値

（R12） 

協働する民間団体等の数 0 団体 ７団体 

 

 

⓶民間支援団体に対する連携支援の強化 

・困難な問題を抱える女性への支援を行う民間団体

に対する支援 

・女性相談支援員等に対する連携への理解を促す研

修の実施 

 

 

⓷市町村の支援体制づくりへの支援 

・市町村における計画づくりの促進 

・市町村の窓口担当者（女性相談支援員を含む）へ

の理解促進のための説明会等の継続的な実施 

 

成果指標 
現状

（R6） 

目標値

（R12） 

市町村女性支援基本計画

策定市町村数 
２市町村 77 市町村 

市町村ＤＶ防止基本計画

策定市町村数 
56 市町村 77 市町村 

 

 


